
◎
試
験
職
種
　
一
般
事
務
　
採
用

予
定
人
員
　
若
干
名

◎
受
験
資
格
　
昭
和
五
十
八
年
四
月

二
日
か
ら
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
方

◎
試
験
方
法
　
第
一
次
試
験
　
教
養

試
験
　
第
二
次
試
験
　
第
一
次
試
験

合
格
者
に
対
し
て
個
別
面
接
、
適
性

検
査
及
び
作
文

◎
試
験
の
期
日
第
一
次
試
験

平
成
十
六
年
九
月
十
九
日
（
日
）

第
二
次
試
験
　
平
成
十
六
年
十
一
月

下
旬
頃

◎
申
込
用
紙
方
法
　
申
込
用
紙
は
、

公
立
小
野
町
地
方
綜
合
病
院
組
合
で

交
付
し
ま
す
。（
郵
便
に
よ
り
申
込
用

紙
を
請
求
す
る
場
合
は
、
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。）

◎
受
付
期
間
　
平
成
十
六
年
七
月
十

四
日
（
水
）
か
ら
平
成
十
六
年
八
月

十
三
日
（
金
）
ま
で
（
執
務
時
間
中

に
限
る
）。

◎
採
用
試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

先
　
公
立
小
野
町
地
方
綜
合
病
院

総
務
課

七
二
―
三
一
八
一
（代）

平
成
十
七
年
四
月
採
用
の
郡
山
地

方
広
域
消
防
組
合
職
員
（
高
校
卒
程

度
）
の
候
補
者
試
験
を
次
に
よ
り
行

い
ま
す
。
申
込
用
紙
は
、
最
寄
り
の

消
防
署
又
は
分
署
で
お
受
け
取
り
く

だ
さ
い
。

郵
便
で
請
求
の
場
合
は
、
あ
て
先

を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
﹇
角
型
三

運
動
期
間

七
月
十
六
日
（
金
）
〜
七
月
二
十

先
の
大
戦
で
戦
地
等
に
派
遣
さ
れ

戦
時
衛
生
勤
務
に
服
さ
れ
た
旧
日
本

赤
十
字
社
救
護
看
護
婦
及
び
旧
陸
海

軍
従
軍
看
護
婦
の
方
々
（
慰
労
給
付

金
受
給
者
を
除
く
）
に
対
し
て
、
そ

の
御
労
苦
に
報
い
る
た
め
内
閣
総
理

大
臣
名
の
書
状
を
贈
呈
し
て
お
り
ま

す
。な

お
、
請
求
期
限
は
、
平
成
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
該
当
す
る
方
が
お
り
ま
し

た
ら
、
御
本
人
ま
た
は
御
家
族
な
ど

か
ら
、
所
定
の
請
求
用
紙
に
よ
り
ご

請
求
く
だ
さ
い
。

◆
用
紙
請
求
先

小
野
町
役
場
福
祉
課

◆
問
い
合
わ
せ

福
祉
課

七
二
―
六
九
三
九

又
は
、
総
務
省
大
臣
官
房
管
理
室

〇
三
―
五
二
五
三
―
五
一
八
二

重
度
障
害
者
で
、
医
療
費
の
助
成

を
受
け
て
い
る
方
は
、
受
給
者
証
の

更
新
の
時
期
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
の
受
給
者
証
は
、
今
年
七
月

末
日
が
有
効
期
限
で
す
。
次
の
日
程

で
更
新
の
受
付
を
行
い
ま
す
の
で
、

忘
れ
ず
に
受
給
者
証
を
更
新
し
て
く

だ
さ
い
。

※
更
新
手
続
き
を
忘
れ
て
し
ま
っ

た
場
合
、
八
月
以
降
医
療
費
の
支
給

が
停
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
日
　
時

・
七
月
二
十
七
日(

火)

か
ら

七
月
二
十
九
日
（
木
）
ま
で

・
九
時
か
ら
十
七
時
ま
で

（
二
十
八
日
は
窓
口
延
長
に
伴
い

十
九
時
ま
で
）

◎
場
　
所

・
福
祉
課

◎
必
要
な
も
の

・
現
在
使
用
し
て
い
る
受
給
者
証

（
ピ
ン
ク
の
カ
ー
ド
）

・
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

・
健
康
保
険
証

・
印
鑑

◆
問
い
合
わ
せ

福
祉
課
　
　
七
二
│
六
九
三
九

あ
な
た
の
若
い
力
で

地
域
の
安
全
を

ス
ロ
ー
ガ
ン

「
教
訓
は

あ
の
日
の
ド
ッ

キ
リ
　
あ
の
ヒ
ヤ
リ
」

号（
縦
二
十
七
・
七
cm
×
横
二
十
一
・

六
cm
）﹈
と
百
二
十
円
切
手
を
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
郵
便
に
よ
る
受
験
申
込
み

は
、
受
付
期
間
最
終
日
の
消
印
の
あ

る
も
の
ま
で
受
付
け
ま
す
。

◎
受
験
資
格
　
昭
和
五
十
六
年
四
月

二
日
か
ら
昭
和
六
十
二
年
四
月
一

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
（
学
歴
は

問
い
ま
せ
ん
。）

◎
募
集
人
員
　
若
干
名

◎
受
付
期
間
　
平
成
十
六
年
七
月
二

十
日（
火
）か
ら
八
月
十
九
日
（
木
）

ま
で

◎
試
験
日
（
第
一
次
試
験
）

平
成
十
六
年
九
月
十
九
日
（
日
）

◎
会
場
　
郡
山
地
方
広
域
消
防
組
合

消
防
本
部

◆
問
い
合
わ
せ
　

郡
山
地
方
広
域
消
防
組
合
消
防
本

部
総
務
課
人
事
教
養
係

（
〇
二
四
）
九
二
三
―
一
七
〇

八
│
一
七
二
一

〒
九
六
三
―
八
八
七
七

郡
山
市
堂
前
町
五
番
十
六
号

五
日
（
日
）
の
十
日
間

運
動
の
重
点

一
　
飲
酒
運
転
、
速
度
超
過
な
ど

の
悪
質
・
危
険
な
運
転
と
過

労
運
転
の
追
放

二
　
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事

故
防
止

三
　
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル

ド
シ
ー
ト
の
着
用
の
徹
底


